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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両側に電極を具備する隔膜で区画された電解槽のアルカリ水生成槽を洗浄槽とし、該洗
浄槽に挿入した内視鏡カメラ機器等を水による超音波洗浄で予備洗浄し、次いで電解槽に
供給された塩水を電解することにより生成されるアルカリ水で超音波洗浄した後に、アル
カリ水生成槽内のアルカリ水を排水して、酸性水生成槽内の酸性水を該アルカリ水生成槽
内に移送して殺菌洗浄し、更に水で洗浄した後に洗浄槽内に温風を送給して乾燥すること
を特徴とする内視鏡カメラ機器等の洗浄殺菌方法。
【請求項２】
　アルカリ水により超音波洗浄した内視鏡カメラ機器等を、水で濯ぎ洗浄してから酸性水
で殺菌洗浄する請求項１に記載の内視鏡カメラ機器等の洗浄殺菌方法。
【請求項３】
　水による予備洗浄から少なくとも酸性水による殺菌洗浄までの操作を自動制御する請求
項１または２に記載の内視鏡カメラ機器等の洗浄殺菌方法。
【請求項４】
　内視鏡カメラ機器等がカメラ付き硬性内視鏡である請求項１～３のいずれか一つに記載
の内視鏡カメラ機器等の洗浄殺菌方法。
【請求項５】
　両側に電極を具備する隔膜で電解槽を区画することにより形成された、アルカリ水生成
槽兼洗浄槽と酸性水生成槽とを有し、電解槽には水を供給するための送水管と塩水を供給
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するための送水管が設けられており、アルカリ水生成槽兼洗浄槽は排水手段及び超音波発
生器を装備し、かつアルカリ水生成槽兼洗浄槽と酸性水生成槽とは制御弁、送水ポンプを
介して連通しており、前記アルカリ水生成槽兼洗浄槽内において、内視鏡カメラ機器等を
電解槽内に供給した塩水を電解して得られるアルカリ水で超音波洗浄した後、酸性水生成
槽の酸性水をアルカリ水生成槽兼洗浄槽内に移送して殺菌できるように構成したことを特
徴とする内視鏡カメラ機器等の洗浄殺菌装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、患者の患部の観察、撮影及び細胞の摘出等に使用した内視鏡及びこの内視鏡
に付属するカメラやその他の周辺機器などを洗浄・殺菌する内視鏡カメラ機器等の洗浄殺
菌方法及び装置に関する。
【背景技術】
　一般に、内視鏡は患者の体内に挿入して検査や治療に使用されるものであるため、内視
鏡及びこの内視鏡に付属する周辺機器は、その管路内や外部が汚れ、使用後に内視鏡洗浄
装置によって洗浄と殺菌（消毒）を行うようになっている。この洗浄殺菌方法としては、
水洗浄後に殺菌力の点から人体に有害なグルタールアルデヒド、過酢酸等で殺菌するのが
一般的であった。
　最近は食塩水を電解して得られる酸性電解水が、強い殺菌力がありながら人体にほとん
ど悪影響を及ぼさない点が注目され、水洗浄後にこの電解酸性水で殺菌する方法も取られ
始めており、さらに殺菌前の洗浄で汚れや有機物が残っていると、殺菌力が激減する酸性
電解水の欠点を補うために、電解アルカリ水で洗浄してから酸性電解水で殺菌する方法も
提案されている。
　内視鏡にはその使用目的に応じて軟性内視鏡と硬性内視鏡とがあるが、このように食塩
水の電解液を用いて洗浄殺菌する基本は、両内視鏡とも同じである。また、洗浄効果をさ
らに向上させるために、アルカリ水で洗浄する前に例えば水道水で洗浄したり、洗浄槽に
超音波発生器を付設して洗浄液中を伝わる超音波振動によって洗浄する方法も提案されて
いる。
　従来、かかる食塩水の電解液で洗浄殺菌する方法について、例えば特開２００２－４５
３３４号公報（第２頁２欄～第３頁３欄、図１）に記載されている。この方法によれば、
食塩水を電気分解して得られるアルカリ水と酸性水とをそれぞれ一旦アルカリ水用貯水槽
及び酸性水用貯水槽に貯水しておき、これらのアルカリ水と酸性水とを洗浄装置に順次に
供給して洗浄する。すなわち、最初にアルカリ水で内視鏡の内外に付着したタンパク質の
汚れを溶解又は剥離し、次いで表面の汚れが取れた内視鏡を酸性水で洗浄することによっ
て殺菌する。そして、酸性水による殺菌をより効果的にするために、アルカリ水洗浄後に
水道水で洗浄して遊離した汚れやアルカリ水を洗い流し、また酸性水で殺菌後に対象物の
酸化劣化や錆を防ぐため、水道水で洗浄し酸性水を除去する。
　また、内視鏡を超音波洗浄する例としては、例えば特開２０００－３００５１５号公報
（第７頁１２欄～第８頁１３欄、図１１、図１２）を挙げることができる。この方法は、
内視鏡の洗浄用のトレイに超音波振動子を設けておき、トレイに洗浄水が供給されるとき
に超音波振動子が作動して、内視鏡を超音波洗浄するものである。
　従来の洗浄殺菌装置では、前記したように内視鏡を洗浄殺菌するのに必要なアルカリ水
及び酸性水を得るための食塩水の電解装置が、内視鏡の洗浄殺菌装置と分離して設けられ
ており、食塩水の電解で得られるアルカリ水と酸性水は、それぞれ一旦貯蔵槽に貯えられ
、ここから洗浄殺菌装置に順次に供給される。したがって、このように電解装置と洗浄殺
菌装置とを別々に設けるために、次のような問題がある。
　すなわち、従来の電解装置は、電解槽のほかに電解で得られるアルカリ水と酸性水をそ
れぞれ貯めておくための貯蔵槽をも装備しなければならない。さらに、これら貯蔵槽と洗
浄槽とを接続して使用するために、両者を繋ぐ送水管が不可欠となる。このため、電解装
置を含む洗浄殺菌装置全体が大型または大掛かりとなって製造コストの高騰を招くととも
に、広い設置スペースを必要とする。
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　さらに、このような大型化のために従来の洗浄殺菌装置は、ほとんどが所定の場所に設
置して使用するものに限定され、内視鏡を洗浄殺菌装置のところまで運んで洗浄殺菌せざ
るを得ないという制約がある。このため、洗浄殺菌装置を内視鏡の使用場所又はその付近
に運んで、使用後すぐに洗浄殺菌して再使用する利便性に欠けていた。
　また、従来の方法でも食塩水を電解して得られるアルカリ水で内視鏡を洗浄し、次いで
酸性水により殺菌している例もある。しかし、浸漬や揺動のみのアルカリ水では洗浄が充
分に得られず時間がかかるため、次の酸性水により満足な殺菌効果が得られないという問
題があった。つまり、酸性水の殺菌作用は、溶存する次亜塩素酸、塩素ガス、過酸化水素
及び高濃度酸素相互の反応から生じるＯＨラジカル、塩素ラジカルの強力な酸化力による
ものであるが、殺菌処理する対象物に有機物が多く存在すると、発生したラジカルはその
有機物の酸化に消費されてしまうため、細菌、ウイルス等の酸化殺菌に使われる分が少な
くなり、必要以上に高い濃度のものが必要になる。
　また、蛋白質等が存在すると、酸性条件で固形化するものがあり、その塊に取り込まれ
た細菌等に酸化作用が及びにくくなる可能性がある。また、必要以上に高い塩素濃度の薬
液は、洗浄殺菌する機器や洗浄殺菌装置等の腐食を増すばかりでなく、使用環境の安全性
を低くし、排水が環境汚染を引き起こす恐れがあった。
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、塩水を電解して得られるアルカリ水の貯
蔵槽をなくし、電解装置において生成するアルカリ水で内視鏡等を直接に洗浄殺菌できる
ようにして洗浄殺菌装置の小型化を図り、これにより移動又は持ち運びが容易にできる内
視鏡カメラ機器等の洗浄殺菌方法及び装置を提供することを目的とする。
【発明の開示】
　本発明は、前記課題を解決して目的を達成するためになされたもので、内視鏡カメラ機
器等を電解槽のアルカリ水生成槽内又はアルカリ水生成槽に送水管で接続されている洗浄
槽内おいて、アルカリ水と酸性水とで順次に洗浄殺菌することができる内視鏡カメラ機器
等の洗浄殺菌方法及び装置を提供するもので、次の特徴を有している。
　本発明は、内視鏡カメラ機器等を、電解槽のアルカリ水生成槽内又はアルカリ水生成槽
に送水管で接続されている洗浄槽内において、電解槽に供給された塩水を電解することに
より生成されるアルカリ水で超音波洗浄して内視鏡カメラ機器等に付着している脂質及び
固着蛋白等を除去した後、前記電解で得られた酸性水を前記アルカリ水生成槽内又は洗浄
槽内に移送して殺菌洗浄することを特徴とする。
　また、本発明は、電解装置のアルカリ水生成槽内又はアルカリ水生成槽と連通する洗浄
槽内において、内視鏡カメラ機器等を好ましくは水により予備洗浄した後、電解槽に塩水
を供給して電解し、生成されたアルカリ水で超音波洗浄して内視鏡カメラ機器等に付着し
ている脂質及び固着蛋白等を除去した後、前記電解で得られた酸性水を前記アルカリ水生
成槽内又は洗浄槽内に移送して殺菌洗浄し、その後に水で洗浄し、さらに必要に応じて温
風で乾燥することを特徴とする。
　本発明の好ましい実施形態は、両側に電極を具備する隔膜で区画された電解槽のアルカ
リ水生成槽を洗浄槽とし、該洗浄槽に挿入した内視鏡カメラ機器等を水による超音波洗浄
で予備洗浄した後に、電解槽に供給された塩水を電解することにより生成されるアルカリ
水で超音波洗浄し、その後にアルカリ水生成槽内のアルカリ水を酸性水生成槽内の酸性水
に替えて殺菌洗浄し、更に水で洗浄した後に必要に応じて洗浄槽内に温風を送給して乾燥
することを特徴とする。
　また、本発明の他の好ましい実施形態は、洗浄槽と通水式電解槽のアルカリ水生成槽と
を送水管で接続し、アルカリ水生成槽で生成されるアルカリ水を前記送水管で洗浄槽に供
給して内視鏡カメラ機器等を洗浄した後、酸性水を前記アルカリ水生成槽を通して洗浄槽
に供給し殺菌することを特徴とする。
　さらに本発明は、両側に電極を具備する隔膜で電解槽を区画することにより形成された
、アルカリ水生成槽兼洗浄槽と酸性水生成槽とを有し、電解槽には水を供給するための送
水管と塩水を供給するための送水管が設けられており、アルカリ水生成槽兼洗浄槽は排水
手段及び超音波発生器を装備し、かつアルカリ水生成槽兼洗浄槽と酸性水生成槽とは制御
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弁と送水ポンプを介して連通しており、アルカリ水生成槽兼洗浄槽内において内視鏡カメ
ラ機器等を電解槽内に供給した塩水を電解して得られるアルカリ水で超音波洗浄した後、
酸性水生成槽の酸性水をアルカリ水生成槽に移し替えて殺菌し、さらに水で洗浄するよう
に構成した内視鏡カメラ機器等の洗浄殺菌装置を特徴とする。
　また、本発明は、超音波発生器及び排水手段を具備する洗浄槽と、隔膜の両側にアルカ
リ水生成槽と酸性水生成槽とを具備する通水式電解槽とが送水管で接続されており、該ア
ルカリ水生成槽と酸性水生成槽は塩水を供給するための入水口と塩水を電解して得られる
アルカリ水と酸性水をそれぞれ取り出すための出水口とを有し、酸化水生成槽の出水口は
貯蔵タンクを介在し又は介在せずにアルカリ水生成槽を経て洗浄槽に連通しており、洗浄
槽に挿入した内視鏡カメラ機器等をアルカリ水生成槽からのアルカリ水で超音波洗浄した
後、酸性水を洗浄槽に移送して殺菌し、その後に水で洗浄することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の好ましい実施形態である洗浄殺菌装置の断面図である。
図２は、図１の洗浄殺菌装置の全体の制御システムの系統線図である。
図３は、本発明の他の実施形態である洗浄殺菌装置の制御システムの系統線図である。
図４は、図３の洗浄殺菌装置における洗浄殺菌槽の平面図である。
図５は、図３の洗浄殺菌装置における通水式電解槽の断面図である。
図６は、図５の通水式電解槽における電解槽ケースの正面図である。
図７は、図６のＡ－Ａ部における断面図である。
図８は、図５の通水式電解槽における隔膜フレームの正面図である。
【符号の説明】
１：電解槽、　　　　　　　　２：アルカリ水生成槽、
３：酸性水生成槽、　　　　　４：内視鏡カメラ機器、
５：超音波発生器、　　　　　６：隔膜、
７：陰極、　　　　　　　　　８：陽極、
９：排水管、　　　　　　　　１０：管、
１２、１３：制御弁、　　　　１５：温風装置、
１７：塩水タンク、　　　　　２６：洗浄殺菌槽（洗浄槽）、
２９：通水式電解槽、　　　　３０：酸性水タンク、
３１：電解槽ケース、　　　　３３：隔膜フレーム、
３４：隔膜、　　　　　　　　３５：凹み、
【発明を実施するための最良の形態】
　本発明において洗浄殺菌の対象物としては、内視鏡及び該内視鏡に付属するカメラやそ
の他の周辺機器を含む内視鏡カメラ機器、並びに鉗子等の手術用器具及びインプラントな
どを挙げることができる。本発明の内視鏡カメラ機器等はこれらの総称である。また、内
視鏡は硬性又は軟性のいずれをも含んでいる。
　したがって、内視鏡カメラ機器は、内視鏡とその周辺機器の単独又はこれら両方を意味
している。そして、管路内部の洗浄が必要な軟性内視鏡では、内視鏡とこれに付属する周
辺機器とを分離した状態で洗浄するが、管路内部の洗浄を必要としない硬性内視鏡では、
挿入部が装着された本体部にカメラ、カメラコード及び光ケーブルコネクターなどの周辺
機器などが結合している状態で洗浄できる。このように使用済みの内視鏡一式をそのまま
洗浄殺菌することができる点で、硬性内視鏡は本発明の洗浄により適合している。
　本発明において内視鏡カメラ機器等を洗浄槽に挿入して洗浄する場合、深さのある縦形
の洗浄槽に立てて収納してもよいし、洗浄槽を開口部が広い浅い形状（バット型）にして
、横方向に寝かせて収納してもよい。また、硬性内視鏡のように内視鏡とカメラを結合し
た状態で洗浄槽に収納するときには、一般に大きい洗浄槽が必要となる。
　また、本発明において電解用塩水としては、通常は食塩（塩化ナトリウム）が使用され
るが、食塩以外の例えば塩化カリウムなどの水溶液も使用できる。さらに、本発明の洗浄
用の水としては特に支障がない限りコストと利便性の点から通常の水道水をそのまま使用
する。しかし、洗浄する対象物品の種類や洗浄度に応じて、水道水中に含まれているカル
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シウム、マグネシウムなどを除去した軟水化処理水、陽イオン及び陰イオンを除いたイオ
ン交換水、半透膜でろ過したＲＯ水及び純水も使用できる。
　次に、図１及び図２を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。本例は電
解槽のアルカリ水生成槽を洗浄槽とする洗浄殺菌装置で、電解用塩水として食塩水を使用
している。図１は本洗浄殺菌装置の断面図であり、図２は該装置のシステム全体の構成を
示す系統線図である。図１に示す如く、電解槽１は隔膜６で区画されており、陰極室のア
ルカリ水生成槽２と陽極室の酸性水生成槽３とを有している。隔膜６の両側には陰極７と
陽極８とが設けられていて、通常の電解槽と同様に電解槽１に注入された食塩水を電解し
、アルカリ水と酸性水を生成するようになっている。この隔膜としては、透水性ができる
だけ小さいことが必要条件で、その一つとしてイオン交換膜が好ましく使用できる。
　本例のアルカリ水生成槽２は電解槽の陰極室としての機能と同時に洗浄槽の役割を兼ね
ている。つまり、アルカリ水生成槽２はアルカリ水生成槽兼洗浄槽（以下、単に洗浄槽と
する）である。したがって、この洗浄槽は電解槽の構造上から深い縦形の形状になってお
り、そして約７～１０Ｌの容量を有しており、内視鏡カメラ機器４を組み立てたまま縦方
向に挿入できる。陰極７を内視鏡カメラ機器４から護るために、陰極７の外側にはガード
グリル１６が設けられている。また、図示していないが洗浄槽２の内部の側壁上部に掛止
具を設けて、内視鏡カメラ機器４をこの掛止具に洗浄しやすい状態に吊持することもでき
る。
　この電解槽１には、洗浄槽２及び酸性水生成槽３にそれぞれ食塩水を供給するための送
水管１９と、水道水を供給するための送水管２３が設けられている。食塩水を供給するた
めの送水管１９は、図２に示すようにポンプ１８を介して塩水タンク１７に連通しており
、洗浄槽２において内視鏡カメラ機器４をアルカリ水で洗浄する際には、電解槽１に所定
量の食塩水をポンプ１８により連続的または断続的に供給する。
　一方、水道水を供給するための送水管２３は、制御弁２１及び２２、並びに送水管２０
を介して水道に繋がっている。内視鏡カメラ機器４を洗浄槽２において予備洗浄するとき
、送水管１９から供給される食塩水を濃度調整のために薄めることが必要なとき、アルカ
リ水洗浄後に濯ぐ必要があるとき、及び酸性水による殺菌後に水道水で洗浄するとき、必
要に応じて制御弁２２の開閉により水道水を洗浄槽２に供給する。所望の浄化と消毒が施
されている水道水は、簡便に得られる有利性を持っているため、水の供給源としては通常
本例のように水道水を使用するが、清浄水であれば水道水以外の水でもよい。また、酸性
水による殺菌処理後に行う最後の洗浄だけは、水道水を更に殺菌処理して得られる無菌水
で行うのが好ましい。
　電解槽１の洗浄槽２の下には、排水手段として排水管９、制御弁１３及び排水管９′が
設けられている。また、洗浄槽２と制御弁１３との間の排水管９に、一端が酸性水生成槽
３の下部に開口している管１０を接続することにより、洗浄槽２と酸性水生成槽３とを連
通している。この管１０には送水ポンプ１１と制御弁１２とが設けられており、排水管９
の制御弁１３を閉じた状態で、該制御弁１２を開くと、酸性水生成槽３内の酸性水を送水
ポンプ１１によって洗浄槽２に供給できるようになっている。さらに、このように管１０
を排水管９に接続し、制御弁１２及び１３を開口すると、酸性水生成槽内の不要な酸性水
を排水管９′により適宜廃棄できる。
　また、洗浄槽２と酸性水生成槽３には、これら両槽の水位を一定レベルに維持するため
に、各槽の側壁上部に排出管１４が設けられている。これらの排出管１４は、図２に示す
如く前記排水管９′に接続されており、両槽内の水位が所定のレベルを超えると、その溢
れ分を自動的に排水管９′に排出する。
　さらに、洗浄槽２は超音波発生器５と温風装置１５を装備している。超音波発生器５は
、後述するように内視鏡カメラ機器４を超音波洗浄する際、洗浄槽２に超音波洗浄機能を
付与するためのもので、具体的にはアルカリ水による洗浄の際に超音波を発生し、さらに
必要に応じて水道水による予備洗浄と酸性水で殺菌処理した後に行う仕上げ洗浄の際にも
超音波を発生する。洗浄槽２は、酸、アルカリに対し耐食性を持たせるため、樹脂あるい
は耐食性の高い金属で形成されるが、樹脂の場合、洗浄水に超音波を効率的に伝導するた
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めに、超音波発振子につながる部分は樹脂コートしたステンレスを使用するのが好ましい
。また、洗浄槽２を耐酸耐塩水性ステンレス、例えば新日鉄住金ステンレス（株）製ＹＵ
Ｓ－２７０やＳＵＳ３１７Ｌで製作すると、コストは若干高くなることもあるが、超音波
発生効率とＯＨラジカル発生効率を向上させることができる。
　本洗浄殺菌装置においてこれらの各構成要素は後述するように自動制御されており、予
め洗浄条件を設定しておくと、内視鏡カメラ機器の予備洗浄から酸性水による殺菌又は該
殺菌後の洗浄までの操作を自動的に行うことができ、さらに温風乾燥まで自動制御できる
。具体的には、洗浄殺菌する内視鏡カメラ機器（被洗浄物）の汚れの程度と大きさなどか
ら幾通りかのプログラムを作成しておき、これらの中から被洗浄物に応じて所望のプログ
ラムを選択すれば、このプログラムに従って自動的に洗浄できる。
　次に、本装置を用いて内視鏡カメラ機器を洗浄殺菌する方法について図２に従って説明
する。本例における内視鏡カメラ機器４は硬性内視鏡で、先ず内視鏡本体部にカメラが結
合した状態で全体をそのまま洗浄槽２に縦方向に挿入して収納する（図１参照）。そして
、送水管２０を水道に繋ぐ。次いで、制御回路２４からの指令によって制御弁２１及び制
御弁１３を閉じた状態で制御弁２２を開き、洗浄槽２に水道水を送水管２３から供給する
。洗浄槽２の水道水がほぼ所定のレベルに達した時点で、超音波発生器５を始動させて予
備洗浄する。この間、通常は水道水を継続して洗浄槽２に注入するが、水道水が所定のレ
ベルに達したとき注入を停止し、この状態で超音波洗浄することもできる。この水道水に
よる超音波洗浄を例えば約３分間行うことにより、内視鏡カメラ機器４の水溶性汚れを充
分に取り除くことができる。
　この予備洗浄が終了した時点で、制御弁２２を閉じると同時に制御弁１３を開いて洗浄
槽内の水道水を排水し、その後にポンプ１８を作動して塩水タンク１７の食塩水を電解槽
１（洗浄槽２と酸性水生成槽３）に送水管１９から注入する。その際、食塩濃度が高すぎ
るときは、適宜制御弁２１及び２２を開いて水道水で希釈する。
　次いで、電解電源２５から電解槽１の陽極８と陰極７に通電して食塩水を電解する。こ
の電解により、洗浄槽２にはアルカリ水が、また酸性水生成槽３には酸性水がそれぞれ生
成する。この状態で洗浄槽内のアルカリ水に超音波発生器５から超音波振動を付与して、
例えば約５分間程度アルカリ水超音波洗浄する。この間、食塩水の注入量を電解能力に合
わせて調節しながら連続的に、あるいは一定時間毎に断続して注入すると、電解しながら
内視鏡カメラ機器を洗浄できる。しかし、洗浄槽２に食塩水が満たされた時点で注入を停
止し、この状態で電解槽１に注入された食塩水を電解し、生成されるアルカリ水で超音波
洗浄してもよい。洗浄後のアルカリ水は排出管１４から外部に取り出す。
　本例のように電解槽１のアルカリ水生成槽２において内視鏡カメラ機器４を洗浄すると
、電解で得られたアルカリ水を一旦貯蔵タンクに保存してから使用するものに比べて、強
い洗浄効果が得られる。その理由は、本発明のアルカリ水が電解時に発生し溶存する水素
ガスにより、同じｐＨの水酸化ナトリウム水溶液よりも強い洗浄効果が得られると推定さ
れる。さらに、超音波を作用させることで洗浄能力を一層向上できる。
　このアルカリ水による超音波洗浄により、内視鏡カメラ機器に付着した脂質、固着蛋白
等の汚れ、特に血液、体脂肪由来の有機物を満足に除去できる。このように酸性水の酸化
殺菌力を阻害する有機物を内視鏡カメラ機器の表面から除去することによって、次の酸性
水の殺菌、殺ウイルス効果をより有効に発揮させることができる。特に、水道水による超
音波洗浄で予備洗浄をしておくと、このアルカリ水洗浄の効果は一層大きくなる。
　アルカリ水洗浄が終了すると、食塩水の供給を停止すると共に、電解槽１の電解電源２
５及び超音波発生器５の電源を切り、制御弁１３を開いて洗浄槽２内のアルカリ水を排水
管９から排出する。次いで、好ましくはこのアルカリ水を排出した洗浄槽２に前記の予備
洗浄と同様にして水道水を供給して濯ぎ洗浄する。この濯ぎ洗浄の時間としては、約２～
３分程度が適当である。濯ぎ洗浄後に洗浄槽内の水を排水し、さらに制御弁１３を閉、制
御弁１２を開にして、ポンプ１１によって酸性水生成槽３に貯えられている酸性水を洗浄
槽２に移送して殺菌する。この殺菌は、内視鏡カメラ機器を洗浄槽２に注入された酸性水
に所定時間浸漬しておくことにより容易に得られる。本例において、この浸漬時間は約１
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０分間程度である。
　本発明では、このように酸性水を洗浄槽２（アルカリ水生成槽）に移送して殺菌するた
め、アルカリ水生成時に水道水中のカルシウム、マグネシウムがアルカリ水生成槽の電極
や槽接水面に析出しても、析出物層をこの酸性水により溶解除去できる。
　酸性水による殺菌処理が終了したら制御弁１３を開いて洗浄槽２内の酸性水を排水し、
その後に水道水を注入して約３分間洗浄する。この時、超音波を印加することにより、短
時間に効果的に洗浄を行うことができる。この水道水による洗浄で、内視鏡カメラ機器の
表面や隙間に残留する酸性水が除去できるので防錆効果が得られる。また、酸性水の殺菌
洗浄の結果生じた微生物の屍骸、汚れの酸化物もしくは分解物等もこの水洗浄で除去され
るため、再汚染の元となる栄養源を充分に取り除いて内視鏡カメラ機器を清潔に保つこと
ができる。
　次に、洗浄槽２内の水道水を排水した後、温風装置１５を作動してその温風を洗浄槽内
に送給して洗浄殺菌された内視鏡カメラ機器を乾燥する。酸性水で殺菌洗浄した後、水洗
浄した内視鏡カメラ機器等は、通常本例のように温風で乾燥する。しかし、本発明におい
て、この乾燥は必要に応じて行えばよく、また、送風だけで乾燥することもできる。
　本例ではこのように洗浄槽とアルカリ水生成槽とを兼用しているため、電解槽と洗浄殺
菌槽を別個に設ける場合に比べて省スペースが図れる。また、アルカリ水での洗浄後、酸
性水をアルカリ水生成槽に移送して殺菌するため、前記したようにアルカリ水生成時にア
ルカリ水生成槽の電極や槽接水面に析出する水道水中のカルシウム、マグネシウムが酸性
水により溶解除去されるため、従来のように電解電流極性の入れ替えや、酸による洗浄な
どのメンテナンスが不要になる。
　なお、アルカリ水洗浄前の予備洗浄及び酸性水による殺菌洗浄後の濯ぎ洗浄は、本例の
ように超音波を付与することによって高い洗浄効果が得られるが、洗浄効果の低下を容認
すれば、洗浄液の攪拌洗浄や単純な水道水洗浄であってよい。
　以上、本発明の洗浄殺菌装置の一例について説明したが、本洗浄殺菌装置は更に改善や
工夫ができる。例えば、本例では洗浄槽の排水を自然排水しているが、この排水手段に排
水ポンプを付設して強制排水してもよい。このように排水ポンプを利用したり、あるいは
洗浄槽の排水管や制御弁の水路を拡大することにより、排水時間を短縮できる。さらに、
排水ポンプは装置の排水部より高い位置にある排水口への排水をも可能にする。したがっ
て、このような工夫は装置の使用場所の範囲が広がると共に、大型の洗浄殺菌装置にも有
効である。
　また、洗浄槽２には従来の装置でも実施しているように加温装置（例えば、電気ヒータ
ー）や攪拌装置を設けることができる。洗浄槽２に加温装置が設けてあれば、適宜に洗浄
水などを例えば４０℃程度に加熱することができ、これにより洗浄効果を向上できる。洗
浄槽中のアルカリ水、酸性水、水道水を攪拌装置で攪拌すると、水流が発生するために被
洗浄物の表面に付着している脂室や固着蛋白等を効率的に除去し、また被洗浄物の細部や
隙間などの部分まで良好に洗浄殺菌できる。なお、本例におけるこれらの工夫や本例で実
施されていることの多くは、本例に限られるものでなく、他の実施例にも同様に適用でき
る。
　次に、本発明の他の好ましい実施態様を図３乃至図８に従って説明する。本例は、洗浄
殺菌槽（洗浄槽）と通水式電解槽とを送水管で接続して、これに塩水タンク、酸性水タン
ク等を組み合わせて全体をユニット化し、通水式電解槽で得られるアルカリ水を直接洗浄
槽に供給するものである。このような構成により、通水式電解槽を簡潔な設計にすること
ができるため、洗浄装置全体を運びやすい小型化することができる。これにより、前記し
たアルカリ水生成槽兼洗浄槽で洗浄殺菌する方法と同様に、洗浄装置を内視鏡の使用現場
等に容易に持ち運んで、内視鏡を使用現場において洗浄し繰り返し使用することが可能と
なる。
　図４は、洗浄殺菌槽の概略的な平面図である。この洗浄殺菌槽２６は矩形状の立方体で
、洗浄液や殺菌液に耐性のある例えばＰＰ、ＰＥＴ等の樹脂や耐食性の高い金属等例えば
チタンや耐酸耐塩性のステンレスなどで構成されている。この洗浄殺菌槽２６は、図４に
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示すように内視鏡とカメラを結合したまま収納できる容積を有しており、その側壁には通
水式電解槽と接続して洗浄殺菌液や水道水を注入するための送水口２７と使用後の洗浄液
等を排出するための排水口２８が設けられている。また、図示されていないが、その底部
には超音波発生器５が設けられている（図３参照）。
　本例の洗浄殺菌槽２６としては、深さが比較的浅くて大きい開口部を有するものが好ま
しい。かかる形状にすることにより、内視鏡カメラ機器４を図４に示す如く横方向に収納
することができ、しかも洗浄殺菌槽への出し入れが容易となるので作業性を改善できる。
しかし、洗浄殺菌槽２６の形体及び大きさは、洗浄する物品に合わせて決めるのが望まし
い。
　次に、通水式電解槽の一例について図面を参照して説明する。図５は、本例の通水式電
解槽の断面図である。この通水式電解槽は、隔膜３４を具備する隔膜フレーム３３を、対
向する内面にそれぞれ陰極７と陽極８を装備する一対の電解槽ケース３１で挟持し、該電
解槽ケース３１の周辺をネジ４０で緊締することにより構成されている。電解槽ケース３
１の対向する内面には、凹み３５（図７参照）が形成されており、該凹みの内面に陰極７
及び陽極８をそれぞれ設けて、各電解槽ケース３１の中央部に設けた陰極ターミナル３２
及び陽極ターミナル３２′からそれぞれこれら陰極７及び陽極８に通電するようになって
いる。
　そして、前記隔膜３４と陰極７との間の空間がアルカリ水生成槽（陰極室）３８となり
、また隔膜３４と陽極８との間の空間が酸性水生成槽（陽極室）３９となる。このアルカ
リ水生成槽３８及び酸性水生成槽３９には、食塩水がそれぞれ入水口３６、３６′から供
給され、供給された食塩水はアルカリ水生成槽３８及び酸性水生成槽３９において電解さ
れる。生成されたアルカリ水と酸性水は、それぞれ出水口３７と３７′から取り出される
。通水式電解槽の水密性を高めるために、隔膜フレーム３３と電解槽ケース３１との間及
び電解槽ケース３１と前記電極ターミナルとの間には、シール用のパッキン４６及びパッ
キン４５がそれぞれ挿入されている。
　図６は、陰極側の電解槽ケース３１の正面図、図７は図６のＡ－Ａ部における断面図で
ある。図８は、この電解槽ケース３１と組み合わせて通水式電解槽を構成する電解用の隔
膜３４を示す。隔膜３４は、図示のように薄い樹脂製の隔膜フレーム３３に張架されてい
る。なお、陽極側の電解槽ケース３１は、陰極側の電解槽ケース３１と対称であるので、
ここでは陰極側の電解槽ケースのみについて説明する。
　電解槽ケース３１は図６に示す如く矩形状の板状体からなり、その一面には前記隔膜フ
レーム３３の形状に合わせて凹み３５が板状体の長手方向に所定の幅と深さで形成されて
いる。また、その周辺部には陽極側の電解槽ケースとネジ４０（図５参照）で緊締するた
めの複数個のネジ孔４２が設けられている。前記凹み３５の上下部は、図６に示す如く板
状体の上端部及び下端部に向かって山形になっており、この山形部４３における凹みの深
さを図７に示すように先部に向かって漸増せしめて、その最も深い凹み部にすなわち山形
部４３の頂部に前記入水口３６及び出水口３７を便宜的に設けている。山形部４３の凹み
をこのように形成することにより、食塩水の電解槽への供給と電解により生成されるアル
カリ水及び酸性水の取り出しを円滑にすることができる。また、電解液が電解槽内を一様
に流動するので、隔膜３４の全面にわたって均一な電解が得られる。
　この凹み３５の内面には、前記隔膜３４に対応する領域に陰極７が設けられる。このよ
うに凹みの内面に陰極７を設けた電解槽ケース３１と陽極８を設けた陽極側の電解槽ケー
スとで隔膜３４を両側から挟持すると、陰極７はこの凹みに相当する距離だけ隔膜３４か
ら隔置されるため両者の間に空間ができ、この空間によってアルカリ水生成槽が形成され
る。そして、隔膜３４の反対側には酸性水生成槽が形成される。
　本例においてこの凹み３５の深さとしては、１～１０ｍｍの範囲が好ましい。この凹み
が１０ｍｍより深くなると、電極と隔膜との距離が大きくなりすぎ、電解時の電気抵抗が
増加し電解効率が低下するので好ましくない。また、逆に凹みが１ｍｍより浅いと、電極
と隔膜が接近しすぎるため、電極と隔膜の接触による電極表面の異常消耗、通水抵抗の増
加及び通水分布の偏りが生じやすくなる。
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　図３は、本例の通水式電解槽２９と洗浄殺菌槽２６とを接続して、内視鏡カメラ機器を
自動的に洗浄殺菌するシステムの系統線図である。この系統線図を用いて、本装置による
洗浄方法を具体的に説明するが、洗浄殺菌の基本は図２の前記方法と同じである。最初に
本装置に水道水を接続し、洗浄の対象となる内視鏡カメラ機器を洗浄殺菌槽２６に収納す
る。次いで制御弁３９を開いて水道水を通水式電解槽２９のアルカリ水生成槽２を通って
洗浄殺菌槽２６に供給する。この場合、水道水はアルカリ水生成槽２を通さずに直接洗浄
殺菌槽２６に供給することもできるが、水道水をアルカリ水生成槽２に通すことにより装
置の簡潔化が図れると共に、通水の際にアルカリ水生成槽内を水道水で洗浄できる。
　洗浄殺菌槽２６に水道水を供給しつつ超音波発生器５を作動し、内視鏡カメラ機器を水
道水による超音波洗浄によって予備洗浄する。この水道水による予備洗浄が終了した時点
で、制御弁３９を閉じると同時に制御弁１３を開いて内部の水道水を排水する。次いで、
ポンプ１８によって塩水タンク１７内の食塩水を通水式電解槽２９のアルカリ水生成槽２
と酸性水生成槽３に一定量づつ供給する。同時に、電解電源２５から電解槽２９の陰極７
及び陽極８に電流を印加して前記食塩水を電解し、生成されるアルカリ水を直接に送水管
で洗浄殺菌槽２６に供給して内視鏡カメラ機器をこのアルカリ水で洗浄する。この洗浄は
、超音波発生器５を作動させて一定時間継続して行う。このアルカリ水による超音波洗浄
の終了後に、食塩水の供給を止めて電解を停止し、洗浄殺菌槽内のアルカリ水を排出する
。そして、好ましくは予備洗浄と同じ要領で水道水を供給して濯ぎ洗いをする。アルカリ
水で超音波洗浄する間に酸性水生成槽３で生成された酸性水は、酸性水タンク３０に保存
しておく。
　次ぎに、ポンプ１８′を作動させて酸性水タンク３０内の酸性水を通水式電解槽２９の
アルカリ水生成槽２を通して洗浄殺菌槽２６に連続または断続して供給し、アルカリ水で
超音波洗浄された内視鏡カメラ機器を酸性水で殺菌処理する。この殺菌処理後に、制御弁
１３を開いて洗浄殺菌槽内の酸性水を排出する。本例では、殺菌処理した内視鏡カメラ機
器を水道水で超音波洗浄して内視鏡カメラ機器の表面に付着している酸性水などを完全に
濯ぎ落し、最後に温風装置１５で乾燥する。
　本例の通水式電解槽においては、電解で得られるアルカリ水と酸性水を洗浄殺菌に使用
するより高い濃度で生成し、洗浄殺菌槽２６に供給する際に所定の濃度に希釈することが
できる。この希釈倍率としては約２～５倍が望ましい。希釈倍率をこれより低く設定する
と、スペースを小さくするメリットがなくなる。逆に高く設定すると、酸性水の安定性が
悪くなるばかりでなく、酸性水の酸化力が強くなるため通水部を構成する材質の選択幅が
狭くなり、コストが上昇するので好ましくない。
　電解生成水をこのように高濃度で生成し希釈して使用する方法は、電解生成水を例えば
１回の洗浄ごとに生成するバッチ式に適している。前記した図３の流水式方法では、酸性
水生成槽３の酸性水を酸性水タンク３０に一旦保存しておき、アルカリ水生成槽２を経由
して洗浄殺菌槽２６に供給していたが、このバッチ式方法では電解槽内に生成した高濃度
の電解生成水を順次に希釈して用いることにより、酸性水生成槽３の酸性水を酸性水タン
ク３０に保存することなく用いることができる。すなわち、図３においてアルカリ水生成
槽２内のアルカリ水を水道水で希釈して洗浄殺菌槽２６に送給して洗浄した後、酸性水生
成槽３の酸性水を酸性水タンク３０を介さずに直接アルカリ水生成槽２に移送し、ここで
同様に水道水で所望の濃度に希釈して洗浄殺菌槽２６に送給し殺菌することができる。な
お、このバッチ式は酸性水タンク３０を無くせる利点を有しているが、所定量の電解生成
水を得るため、通水式電解槽の容量を図３の流水式より大き目にするのが好ましい。
　本例の方法によれば、酸性水を電解槽のアルカリ水生成槽２を通過させて洗浄殺菌槽２
６に供給するため、電解の際に陰極、隔膜、電解槽内面及び通水路に生成付着するカルシ
ウム等を主体とした析出物を酸性水で溶解し除去できる。これらの析出物が電極表面に付
着すると電解電流の抵抗となり、隔膜に付着するとイオンの移動を妨げて電解効率を下げ
る。さらに、通水路に付着すると水流の抵抗となり、電解槽を通過する水流バランスを変
化させるため、設定通りの電解結果が得られなく怖れがある。
　そこで、従来はかかる析出物の付着堆積を防ぐために、例えばイオン交換樹脂等を用い
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て原水中のカルシウム、マグネシウム等を除去したり、一定の電解処理時間または処理水
量ごとに電極に負荷する電流の極性を入れ替えて析出物を溶解除去する、いわゆる逆洗を
する。しかし、このように電極を入れ替えると、電極表面は酸化→還元→酸化（あるいは
その逆）を繰り返すことになり、白金等の不溶性電極でも電極の溶出、消耗が進行し、電
極寿命が短くなる。さらに、使用場所によって原水の水質が異なるうえ、付着量に季節変
動もあるので、極性の切替の最適設定は非常に困難となる。
　また、隔膜に極性選択膜を用いることで、酸性水生成槽側からアルカリ水生成槽側への
陽イオンの移動を防いで析出物を少なくする方法もあるが、極性選択膜は高価であり、多
くは湿式膜であるので製造が面倒でしかも電解槽の不使用時に膜を乾燥させないで細菌や
カビを防ぐように保存するのに手間がかかる。さらに、析出物の作用で電解能力が低下す
ると、電解槽及び通水路を希塩酸等の酸で洗浄し、析出物を除去する必要があり、この除
去作業はメンテナンス専門家に依頼しなければならない。これに対し、本例では使用のた
びに析出物を酸性水で溶解除去する構成になっているので、このような心配は生じない。
　さらに、通電式電解槽を使用する場合には、酸性水がアルカリ水洗浄の時に印加する超
音波の影響を受けないので、酸性水からの溶存ガスの放散がなく、酸性水の殺菌能力が保
持されやすい利点も得られる。
　以上本発明を硬性内視鏡の洗浄殺菌について説明したが、本発明は周知の洗浄装置と同
様に軟性内視鏡の管路内を洗浄するための部材を付加すれば、軟性内視鏡に対しても適用
できる。また、内視鏡以外の手術用器具やインプラントなどの洗浄殺菌もできる。
【産業上の利用可能性】
　本発明によれば、内視鏡カメラ機器等を電解槽のアルカリ水生成槽内またはアルカリ水
生成槽と連通する洗浄槽内において、少なくとも電解で生成されるアルカリ水で超音波洗
浄することによって内視鏡カメラ機器等に付着している脂質及び固着蛋白等を除去し、次
いで電解で得られた酸性水と入れ替えて殺菌洗浄するので、電解装置と洗浄槽とを個別に
設ける従来の装置より小型化できる。これにより、装置の移動が容易となるので、装置を
使用現場に運搬して使用できる。また、内視鏡カメラ機器等を洗浄と殺菌とによって入れ
換えずに洗浄殺菌でき、特に硬性内視鏡を内視鏡本体にカメラを結合したまま洗浄できる
ので、その実用効果は大である。
　また、アルカリ水による洗浄後、酸性水をアルカリ水生成槽に移して殺菌し、あるいは
酸性水をアルカリ水生成槽を通して洗浄槽に供給して殺菌するため、アルカリ水生成時に
アルカリ水生成槽の電極や槽接水面に析出する水道水中のカルシウム、マグネシウム層を
酸性水により溶解除去できるので、従来のように電解電流極性の入れ替えや、酸による洗
浄などのメンテナンスが不要となる。
　また、酸性水による殺菌の前段階として、アルカリ水による超音波洗浄を行い、酸性水
の酸化殺菌力を阻害する血液、体脂肪などの有機物を除去するので、酸性水の殺菌、殺ウ
イルス効果を有効に発揮させることができる。特に水超音波洗浄による予備洗浄とアルカ
リ水による超音波洗浄とを併用することにより、内視鏡カメラ機器等に付着した前記汚れ
をより完全に除去できる。
　このように内視鏡カメラ機器等に付着した汚れを充分に除去し殺菌を行うので、殺菌後
に残った機器表面の有機物を栄養源とする雑菌、カビ等の発生を防止することができる。
また、不充分な洗浄と加熱殺菌では消滅しないプリオン等をも除去できる。
　さらに、酸性水による殺菌終了後に水道水を洗浄殺菌槽に供給し、内視鏡カメラ機器等
に付着している酸性水、酸性水により殺菌もしくは分解された細菌、汚れからの生成物、
及び槽内に付着して残っている酸性水を洗い落とすことにより、内視鏡カメラ機器等の腐
食、錆、劣化を実用上支障とならない範囲に抑えることができる。同時に細菌や汚れの分
怪物を内視鏡カメラ機器等の表面から取り除くことで、殺菌後の機器表面における細菌の
付着、増殖を防ぐことができる。特に、この水洗浄を超音波洗浄にするとその効果が大と
なる。
　なお、本発明の明細書には、本出願の優先権主張の基礎となる日本特許出願２００３－
１４３６５１号（２００３年５月２１日出願）の明細書の全内容をここに引用し発明の開
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